
決　定 摘　　　要

1 R2.4.28

2019年3月19日以降存在する公文書のう
ち、番号法に基づく事務に関し再委託の禁
止に反して再委託が行われた事案について
の経過が分かるもの一切
別紙　情報公開請求文書一覧のとおり

政 策 課 R2.5.12 部 分 公 開

・法人印、氏名、パスワード、
保管場所等
　幸手市情報公開条例第7条第2
号から第6号までに該当するた
め

写しの交付
（郵送での交

付）

2 R2.5.15 現時点内容の住居表示台帳 市 民 課 R2.5.29 部 分 公 開

 ・居住者の氏名、居所等の情
報
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることによ
り個人の権利利益を害するおそ
れのあるものであることから、
幸手市情報公開条例第7条第2号
に該当するため
・空家等の情報
　空家等の情報を公にすること
により、犯罪の被害を受けるお
それがあり、財産の保護その他
の公共の安全及び秩序の維持に
支障を及ぼすおれれがあること
から、幸手市情報公開条例第7
条第6号に該当するため

写しの交付
（郵送での交

付）

公開方法
区　  分

備　考

令　和　２　年　度　情　報　公　開　請　求　一　覧

整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

3 R2.5.21
令和元年度幸手市職員採用試験第２次試験
結果（一般事務）（民間企業等職務経験
者）

庶 務 課 R2.5.28 部 分 公 開

・受験番号、氏名、年齢、性別、住所、
教養試験、論文試験、合計、学歴、集団
討論（総合判定）及び個人面接の欄に記
載されている部分（ただし、面接官の職
名以外の項目は、除く。）
　特定の個人を識別することができる情
報又は試験成績など知識、技術及び能力
に関する個人の情報であることから、こ
れらを公にすることにより個人の権利利
益を害するおそれがあるため、幸手市情
報公開条例第7条第2号に該当するため
・集団討論（総合判定）及び個人面接の
欄中、面接官の職名及び個別の評価に関
する部分
　面接官の職名及び面接官が優劣を採点
した受験者の評価の情報であり、これら
を公にすることにより、試験前において
は受験者等が面接官に接触し面接内容、
評価のポイント等を聞き出すなどの働き
かけをする事態の発生が予想され、また
試験後においては試験の結果に納得がい
かない受験者等から当該面接官に対し
て、評価の内容等についての質問や苦
情、いわれのない非難等がなされる事態
の発生が予想される。
これらのことから、面接官がそれを意識
し、評価についてありのままを記載する
ことを差し控え、画一的な記載に終始
し、面接官の率直な意見が反映されにく
くなるおそれがある。その結果、受験者
本人に対する評価を正確に行うことが困
難となる事態が発生する。このような事
態が発生すると、毎年度実施している採
用事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、幸手市情報公開
条例第7条第5号に該当するため

写しの交付
（窓口での交

付）

4 R2.5.22
さかえ小学校トイレ大規模改修工事設計内
訳書 総 務 課 R2.5.26 公 開

写しの交付
（郵送での交

付）



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

5 R2.6.1

1　令和元年度幸手市職員採用試験第一次
試験結果一覧（一般事務）（民間企業等職
務経験者）
2　平成30年度職員採用について決裁一式

庶 務 課 R2.6.10 部 分 公 開

・公開する公文書の名称1のうち、受験
番号、氏名、生年月日、年齢、性別、住
所、教養試験、教養順位、作文試験、作
文順位、合計、合計順位及び学歴の欄に
記載されている部分並びに学歴の区分に
関する表示
　特定の個人を識別することができる情
報又は試験成績など知識、技術及び能力
に関する個人の情報であることから、こ
れらを公にすることにより個人の権利利
益を害するおそれがあるため、幸手市情
報公開条例第7条第2号に該当するため
・公開する公文書の名称2のうち、
H30.4.1現在障害者雇用率の表中「身体
障害者、知的障害者又は精神障害者であ
る職員の数」の内訳、障害者の雇用の促
進等に関する法律別表に掲げる種類別障
害者数の内訳
　現在雇用している職員個人の障害の情
報であり、特定の個人を識別することが
できるおそれのある情報又は障害の状況
に関する個人の情報であることから、こ
れらを公にすることにより個人の権利利
益を害するおそれがあるため、幸手市情
報公開条例第7条第2号に該当するため

写しの交付
（窓口での交

付）

6 R2.7.22
新築届・住居番号付定等申出書受付簿及び
住居表示台帳図

市 民 課 R2.8.4 部 分 公 開

・届出者及び居住者の氏名、居
所等の情報
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることによ
り個人の権利利益を害するおそ
れのあるものであることから、
幸手市情報公開条例第7条第2号
に該当するため
・空家の情報
　空家の情報を公にすることに
より、犯罪の被害を受けるおそ
れがあり、財産の保護その他の
公共の安全及び秩序の維持に支
障を及ぼすおれれがあることか
ら、幸手市情報公開条例第7条
第6号に該当するため

写しの交付
（郵送での交

付）



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

7 R2.7.28
令和元年第3回市議会定例会で可決した議
案第57号に関する市道路線の認定の一覧
表、道路台帳、案内図及び位置図

道 路 河 川 課 R2.7.31 公 開
写しの交付

（郵送での交
付）

8 R2.8.24

平成29年度及び令和2年度
「幸手市水道事業徴収及び給水装置等業務
委託」の入札について作成された文書
①入札公告
②入札説明書
③仕様書・特記事項
④入札結果

水 道 管 理 課 R2.8.31 部 分 公 開

・個人の氏名、印鑑の印影
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの、又は公にすることに
より個人の権利利益を害するお
それのあるものであり、幸手市
情報公開条例第7条第2号に該当
するため
・代表者の印及び会社印の印影
　公にすることにより、当該法
人等の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれが
ある情報であり、幸手市情報公
開条例第7条第3号に該当するた
め

写しの交付
（郵送での交

付）

9 R2.8.24

1　平成29年度及び令和2年度「幸手市水道
事業徴収及び給水装置等業務委託」の入札
について作成された文書⑤質問回答書
2　「幸手市下水道使用料徴収業務委託」
の入札について作成された文書

水 道 管 理 課 R2.8.31 非 公 開

文書不存在
・平成29年度及び令和2年度
「幸手市水道事業徴収及び給水
装置等業務委託」の入札につい
て作成された文書（⑤質問回答
書）については、質問がなかっ
たため、公文書の作成及び取得
をしていないため
・平成29年度及び令和2年度
「幸手市下水道使用料徴収業務
委託」の入札について作成され
た文書については、「幸手市水
道事業徴収及び給水装置等業務
委託」の一業務として入札を執
行しているため、公文書の作成
及び取得をしていないため



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

10 R2.9.9
幸手市立小・中学校調理業務請負委託仕様
書
契約期間2019年4月～2022年3月

総 務 課 R2.9.11 公 開
写しの交付

（窓口での交
付）

11 R2.9.25
幸手市都市計画事業幸手駅西口土地区画整
理事業事業計画書　第2回変更
17～23ページ

まちづくり事
業 課

R2.10.5 公 開
写しの交付

（窓口での交
付）

12 R2.10.26

幸手市地番図shapeファイルデータ(R2.1.1
時点)
幸手市家屋図shapeファイルデータ(R2.1.1
時点)

税 務 課 R2.11.6 公 開
写しの交付

（郵送での交
付）

13 R2.11.13
排水設備等工事完了届出書（13-67）
排水設備等工事完了届出書（13-141）
排水設備等工事完了届出書（13-142）

下 水 道 課 R2.11.20 部 分 公 開

・個人の氏名及び印鑑の印影
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの、又は公にすることに
より個人の権利利益を害するお
それのあるものであり、幸手市
情報公開条例第7条第2号に該当
するため
・代表者の印及び会社の印影
　事業活動を行う上での内部管
理に関する情報であり、公にす
ることにより、当該法人等の権
利、競争上の地位その他正当な
利益を害するおそれがあるもの
であり、幸手市情報公開条例第
7条第3号に該当するため

写しの交付
（窓口での交

付）



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

14 R2.11.16
令和2年11月13日現在で加入中の損害保険
の証券及び明細書

庶 務 課 R2.11.26 部 分 公 開

・法人及び代表者の印影
　事業活動を行う上での内部管
理に関する情報であって、公に
することにより、当該法人等の
権利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるも
のであり、幸手市情報公開条例
第7条第3号に該当するため
・個人の氏名、生年月日及び年
齢
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの、又は公にすることに
より個人の権利利益を害するお
それがあるものであり、幸手市
情報公開条例第7条第2号に該当
するため

写しの交付
（郵送での交

付）

15 R2.11.24 賠償責任保険・使用状況（過去10年分） 道 路 河 川 課 R2.11.25 公 開
写しの交付

（窓口での交
付）

16 R3.1.5 西公民館トイレ改修工事金入り設計書 社 会 教 育 課 R3.1.12 公 開
写しの交付

（窓口での交
付）



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

17 R3.1.25
新築届・住居番号付定等申出書受付簿及び
住居表示台帳図

市 民 課 R3.2.1 部 分 公 開

・届出者及び居住者の氏名、居
所等の情報
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることによ
り個人の権利利益を害するおそ
れがあることから幸手市情報公
開条例第7条第2号に該当するた
め
・空家等の情報
　空家等の情報を公にすること
により、犯罪の被害を受けるお
それがあり、財産の保護その他
の公共の安全及び秩序の維持に
支障を及ぼすおそれがあること
から幸手市情報公開条例第７条
第６号に該当するため

写しの交付
（郵送での交
付）

18 R3.3.26 令和元年（審）第１号事案裁決書 公 平 委 員 会 R3.4.1 部 分 公 開

・個人の氏名
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの、又は公にすることに
より個人の権利利益を害するお
それがあるものであり、幸手市
情報公開条例第7条第2号に該当
するため
・公平委員の印影
　個人の経済活動に使用されて
おり、公開することにより私生
活に影響を及ぼすおそれがある
ものであり、幸手市情報公開条
例第7条第2号に該当するため

写しの交付
（窓口での交

付）



決　定 摘　　　要
公開方法
区　  分

備　考
整理
番号

受付日 請求の内容・公開する文書の名称 担当課 決定日

決　定　内　容

19 R3.3.29 令和元年（審）第１号事案裁決書 公 平 委 員 会 R3.4.2 部 分 公 開

・個人の氏名
　個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することがで
きるもの、又は公にすることに
より個人の権利利益を害するお
それがあるものであり、幸手市
情報公開条例第7条第2号に該当
するため
・公平委員の印影
　個人の経済活動に使用されて
おり、公開することにより私生
活に影響を及ぼすおそれがある
ものであり、幸手市情報公開条
例第7条第2号に該当するため

写しの交付
（窓口での交

付）


